
掲示期間 4.1－4.10   

 

新潟市水道局水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程の一部を改正する規程を次

のように定める。 

令和６年４月１日 

新潟市水道事業管理者   

水道局長 長井 亮一   

新潟市水道局管理規程第２号 

新潟市水道局水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程の一部を改正する規

程 

新潟市水道局水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程（平成２１年新潟市水道局

管理規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中第７号を第８号とし、第８号を第９号とし、第６号の次に次の１号を加

える。 

（７） 法第２２条の３第１項の台帳の作成に関すること。 

 第３条第２項中第７号を第８号に、第８号を第９号に改める。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


